
 

船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１月２０日 ２３時４２分ごろ 

発生場所 沖縄県久米島町鳥島南東方沖 

 久米島灯台から真方位０２２°１４.３海里付近 

 （概位 北緯２６°３５.６′ 東経１２６°５０.０′） 

事故の概要  貨物船HERO
ヒーロー

は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年１月２４日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 HERO（シエラレオネ共和国籍）、４３０トン 

９０８４３８４（ＩＭＯ番号）、PASARGAD CARGO SERVICES L.L.C 

 乗組員等に関する情報 船長（インドネシア共和国籍）、暫定締約国資格受有者承認証 船長

（シエラレオネ共和国発給） 

 負傷者 なし 

損傷 船首部船底外板に亀裂を伴う凹損及び船底外板に凹損等 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

事故の経過 本船は、船長ほか７人（インドネシア共和国籍２人、イラン・イス

ラム共和国籍５人）が乗り組み、売船に伴う回航の目的で、シンガポ

ール共和国に向けて鳥島付近を南西進中、鳥島南東方沖の浅瀬に乗り

揚げた。 

本船の喫水は、船首約２.３ｍ、船尾約３.３ｍであった。 

船長は、鳥島周辺海域を航行するのは初めてであったが、事前に航

行予定海域の水路調査を行っていなかった。 

海上保安庁が受信したＡＩＳ（船舶自動識別装置）データによれ

ば、令和４年１月２０日２１時００分ごろ～２３時４１分ごろの間に

おける本船の航行の経過は、対地針路約２４０°、対地速力約１０～

１１ノットでほぼ一定であった。 

分析  本船は、初めての航行予定海域の水路調査が事前に行われておら

ず、乗組員が鳥島南東方沖の浅瀬の存在を認知していない中、売船回

航の目的で南西進中、船長が、ほぼ一定の針路及び速力で航行してい

たことから、同浅瀬に向かっていることに気付かず、同浅瀬に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、初めての航行予定海域の水路調査が事前

に行われておらず、乗組員が鳥島南東方沖の浅瀬の存在を認知してい

ない状況で南西進中、船長が、ほぼ一定の針路及び速力で航行してい

たため、同浅瀬に向かっていることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げた



 

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域の水路調査を行い、航行中、船位を確認して

環礁等の浅所は避けて航行すること。 

 


